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【手続補正書】
【提出日】平成20年4月18日(2008.4.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ポリ（ラクチド－コ－グリコリド）コポリマーを含んでなる生分解性ポリマーマトリッ
クスと、β－アドレナリン受容体拮抗薬とを含み、１mmより大きい寸法を有する眼内イン
プラントの形状であり、インプラントが配置されている眼の眼圧を下げるのに有効な期間
、前記インプラントから眼へβ－アドレナリン受容体拮抗薬を放出し、前記期間がインプ
ラントを眼に配置してから少なくとも約1週間である、生分解性薬剤送達インプラント。
【請求項２】
　前記β－アドレナリン受容体拮抗薬が、チモロール、ベタキソール、レボブノロール、
カルテオロール、メチプラノロール、これらの誘導体およびこれらの混合物からなる群か
ら選択される請求項1に記載のインプラント。
【請求項３】
　前記アドレナリン受容体拮抗薬が、β－非選択的アドレナリン拮抗薬である請求項1に
記載のインプラント。
【請求項４】
　前記β－アドレナリン受容体拮抗薬が、チモロール、その塩およびそれらの混合物から
なる群から選択される請求項1に記載のインプラント。
【請求項５】
　前記β－アドレナリン受容体拮抗薬が、マレイン酸チモロールである請求項1に記載の
インプラント。
【請求項６】
　前記β－アドレナリン受容体拮抗薬が、生分解性ポリマーマトリックス内に分散されて
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いる請求項1に記載のインプラント。
【請求項７】
　前記β－アドレナリン受容体拮抗薬が、インプラントの約50wt％までの量で供給される
請求項1に記載のインプラント。
【請求項８】
　前記β－アドレナリン受容体拮抗薬が、マレイン酸チモロールであり、インプラントの
約26wt％までの量で供給される請求項1に記載のインプラント。
【請求項９】
　フィラメントの形状である請求項1～8のいずれかに記載のインプラント。
【請求項１０】
　前記インプラントが、眼の前眼房に配置されるように構成されている請求項1～9のいず
れかに記載のインプラント。
【請求項１１】
　前記インプラントが、眼の後部に配置されるように構成されている請求項1～9のいずれ
かに記載のインプラント。
【請求項１２】
　請求項1～11のいずれかに記載のインプラントである、患者の眼の眼圧を下げるための
医薬品であって、前記医薬品を患者の眼の中に配置することによって、治療有効量のβ－
アドレナリン受容体拮抗薬を、少なくとも約1週間、患者に供給する医薬品。
【請求項１３】
　請求項1～11のいずれかに記載のインプラントである、緑内障を治療するための医薬品
であって、前記医薬品を患者の眼部領域に配置することによって、治療有効量のβ－アド
レナリン受容体拮抗薬を患者の眼に少なくとも約1週間供給し、それによって緑内障を治
療する医薬品。
【請求項１４】
　請求項1～11のいずれかに記載の生分解性眼内インプラントを製造する方法であって、
β－アドレナリン受容体拮抗薬とポリ（ラクチド－コ－グリコリド）コポリマーを含んで
なる生分解性ポリマー成分との混合物を押出して、眼内インプラントを形成する工程を含
んでなる方法。
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